
調 査 計 画

１ 調査の名称

  航空輸送統計調査

２ 調査の目的

  我が国の航空運送事業及び航空機使用事業の実態を明らかにするとともに航空行政の

基礎資料を得ることを目的とする。

３ 調査対象の範囲

（１）地域的範囲

全国

（２）属性的範囲

 航空機稼働時間等調査票（第１号様式）

・本邦航空運送事業者（航空法第 100 条に基づき国土交通大臣の許可を受けた者）

航空運送事業とは、航空法第２条第 18 項に規定する他人の需要に応じ、航空機を

使 使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。

・航空機使用事業者（航空法第 123 条に基づき国土交通大臣の許可を受けた者）

航空機使用事業とは、航空法第 2 条第 21 項に規定する他人の需要に応じ、航空機

を  を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう。

 国内定期航空運送事業輸送実績調査票（第２号様式）

・本邦航空運送事業者のうち国内定期航空運送事業を行う者

国内定期航空運送事業とは、航空法第 2 条第 20 項に規定する本邦内の各地間に路

線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事業をいう。

 国際航空運送事業輸送実績調査票（第３号様式）

・本邦航空運送事業者のうち国際航空運送事業を行う者

国際航空運送事業とは、航空法第２条第 19 項に規定する本邦内の地点と本邦外の

地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。

４ 報告を求める者

（１）数

・航空機稼働時間等調査票（第１号様式）：82 事業者

・国内定期航空運送事業輸送実績調査票（第２号様式）：23 事業者

・国際航空運送事業輸送実績調査票（第３号様式）：11 事業者
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（２）選定の方法（■全数 □無作為抽出 □有意抽出）

航空法第 100 条に基づく許可を受けた航空運送事業者、同法第 123 条に基づく許可

を受けた航空機使用事業者を対象とし、事業者名簿から全数調査を行う。

５ 申告を求める事項及びその基準となる期日又は期間

（１）報告を求める事項

航空機稼働時間等調査票（第１号様式）

① 使用事業稼働時間

② 国内航空運送事業稼働時間

③ 燃料消費量

国内定期航空運送事業輸送実績調査票（第２号様式）

① 路線名

② 発空港名

③ 着空港名

④ 区間距離

⑤ 運航回数

⑥ 運航時間

⑦ 旅客数

⑧ 座席数

⑨ 貨物重量

⑩ 超過手荷物重量

⑪ 郵便物重量

⑫ 利用可能重量

国際航空運送事業輸送実績調査票（第３号様式）

① 方面

② 運航回数

③ 運航キロメートル

④ 運航時間

⑤ 旅客数

⑥ 旅客人キロメートル

⑦ 座席数

⑧ 座席キロメートル

⑨ 座席利用率

⑩ 超過手荷物重量

⑪ 貨物重量
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⑫ 郵便物重量

⑬ 旅客トンキロメートル

⑭ 超過手荷物トンキロメートル

⑮ 貨物トンキロメートル

⑯ 郵便物トンキロメートル

⑰ 計トンキロメートル

⑱ 利用可能トンキロメートル

⑲ 重量利用率

（２）基準となる期日又は期間

毎月の実績

６ 報告を求めるために用いる方法

（１）調査組織

国土交通省（本省）－報告者

（２）調査方法（□調査員調査 ■郵送調査 ■オンライン調査 □その他（   ））

報告者に調査票を郵送し、調査実施月の翌月末までに提出させる。希望があればオ

ンライン（国土交通省オンライン申請システム）での報告を受け付ける

７ 報告を求める期間

（１）調査の周期

毎月（平成２３年１月分以降）

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限

提出期限は、翌月末

（ただし、平成２３年１月分は３月中旬とする。）

８ 集計事項

・ 国内定期航空月別運航及び輸送実績

・ 国内定期航空路線別、区間別、月別運航及び輸送実績

・ 国内不定期航空月別運航及び輸送実績

・ 国際航空月別運航及び輸送実績

・ 国際航空方面別輸送実績

・ 航空運送事業・航空機使用事業月別、油種別、燃料消費量

・ 航空機使用事業等の月別稼働実績

・ 国内定期航空空港間旅客流動表

・ 国内定期航空空港間貨物流動表
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９ 調査結果の公表の方法及び期日

（１）公表の方法

速報及び年報とも、インターネット（e-stat）及び印刷物により公表する。 
（２）公表の期日

速報については調査実施月の翌々月末までに、年報については調査実施年の翌年６

月末までに行う。

10 使用する統計基準 
  本調査は、本邦航空運送事業者及び航空機使用事業者に対象を限定した調査であり、

調査対象の範囲の画定及び集計結果の表示に、統計基準を用いる余地がないことから、

いずれの統計基準も使用しない。

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 
（１）保存期間

a)記入済み調査票： ２年

b)調査票の内容を記録した磁気的記録媒体： 永年

（２）保存責任者

国土交通省総合政策局情報安全・調査課長
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